
 

 

（かがやきの森保育園あいおい）重要事項説明書  

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称   学校法人  泉新学園  

事業者の所在地   大阪府堺市南区晴美台１－３１－１  

事業者の連絡先   ０７２２－９１－６４００  

理事長氏名   亀山  理             

 

（２）施設の概要  

種別  保育所  

名称  かがやきの森保育園あいおい  

所在地  大阪市阿倍野区相生通１－９－２７  

連絡先  

（施設の電話番号）06-6652-6200  （副園長）090-6543-8053 

（施設のＦＡＸ番号）06-6652-6201 

園長氏名  亀山  理  

開設年月日  （２０２０年４月１日）  

定  員  

（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

９人  １８人  １８人  １８人  １８人  １８人  ９９人  

当園の基本理念・方針  

 

・園児一人ひとりに対し、保育者全員が愛情を注ぎ、子どもたち  

にとって最適な保育環境を常に整える保育を行う。  

・養護と保育が一体となった保育の実践を行う。  

・ご家庭との連携を密にして、共に子育てを行う保育を実践する。 

・２歳からは英語教育を行い、国際感覚を感じられる環境を整える。 

・栄養士を配置し、こどもの成長に必要不可欠な栄養バランスを考

えた自園調理を提供する。  

 

 

 

 



 

 

（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  355.13 ㎡  

園庭  93.6 ㎡  

園舎  

構造  木造  ３階建て (耐火構造 ) 

延べ  408.43 ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

（乳児室）  １  室  （うさぎ組：0 歳児）  

（ほふく室）  １  室  （こあら組：1 歳児 ) 

（保育室）  ４  室  

(ぱんだ組：２歳児クラス、つき組：３歳児クラス、

ほし組：４歳児クラス、にじ組５歳児クラス）  

（調理室）  １  室   

（調乳室）  １  室   

（木浴室）  ２  室   

（エレベーター）  １  基   

 

（５）職員体制（令和４年１月１日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  １名   １名    

 副園長  １名  １名    

 主任保育士  １名  １名     

 副主任保育士  １名  １名    

 保育士  １１名  １２名    

 栄養士 /調理員  ３名  ２名  １名   

看護師  １名  １名        

保育補助  ３名   ３名   

 

 

 



 

 

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  午前７時３０分～午後６時３０分（１１時間）  

保育短時間  午前８時００分～午後４時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  

朝：午前７時００分～午前７時３０分  

夕：午後６時３０分～午後７時００分  

保育短時間  

朝：午前７時３０分～午前８時００分  

夕：午後４時００分～午後６時３０分  

開所時間  

月～金曜日  午前７時００分～午後７時００分  

土曜日  午前７時００分～午後７時００分  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保

育料）  

利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

上乗せ徴収  

（体操教育費）    3 歳以上  教材費実費・年間  5,000 円  

（英語教育費）    3 歳以上  教材費実費・年間  5,000 円  

 （ひらがな教育費）  4 歳以上  教材費実費・年間  7,000 円  

実費徴収  

（給食・主食費）   3 歳以上   900 円  

（給食・副食費）   3 歳以上   4,500 円  

その他  （延長保育に係る費用）  

（月極）  2,900 円  

スポット（１時間）  300 円  

入園時購入  カラー帽子  

乳児（０歳～２歳）   

幼児（３歳～５歳）  1.080 円  

用品代  リュック（希望児）  3 歳以上  金額の変動有  2,810 円  

 

※給食費 (主・副 )０歳児１歳児２歳児は保育料に含まれていますのでかかりません。  



 

 

（８）提供する特定教育・保育の内容  

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、利用

子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。  

※ その他、施設としての特色のある特定教育・保育の内容を記載することも可能。  

※ また、食事の提供がある場合、その内容、提供方法、アレルギー対応方法を記載す

ることも可能。  

 

（９）年間行事予定  

月  行事内容  

（４月）  （入園式）  

（５月）  （子どもの日のつどい）  

（６月）  （個人懇談会、内科検診）  

（７月）  （プール開き、たなばたまつり）  

（８月）  (プールあそび ) 

（９月）  （１日・防災訓練、歯科検診）  

（１０月）  （運動会、ハロウィーン）  

（１１月）  (保育参加、園外保育（幼児クラス） )  

（１２月）  (クリスマス会、内科検診）  

（１月）  (正月あそび )  

（２月）  （節分あそび、作品展）  

（３月）  （ひな祭り、個人懇談会、卒園式）  

 

（１０）食事の提供方法及び提供を行う日・アレルギー対応状況  

①自園調理にて提供します。  

②保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。  

 0 歳児・1 歳児・2 歳児には午前 9 時 30 分ころに果物を、午後 3 時 15 分ころに、離

乳食児には果物を、1 歳児～5 歳児には、手づくりおやつを提供します。  

 昼食時間は、0 歳児・1 歳児は午前 11 時ころ、2 歳児は 11 時 15 分ころ、3 歳児は

11 時 30 分ころ、4 歳児・5 歳児は午前 11 時 45 分ころに提供します。  

 



 

 

③アレルギー対応状況  

 除去食及び代替食に対応  

 アレルギー対応マニュアル有  

 

（１１）特別支援教育・障がい児保育の取組状況  

 地域社会の中で、障がいのある子どもとない子どもがともに育ち会うことを基本  

 的な考え方として障がい児保育を行っています。  

 

（１２）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  市が行う利用調整による  

退園理由  

・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

 

利用に当たっての  

留意事項  

 

・登園は午前９時００分までにお願いします。  

・当日に欠席、又は登園が遅れる場合は、キッズリー、または電話

でご連絡ください。  

・原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。緊急の場合

で、お迎えが遅れる場合、延長保育を利用する場合には午後２時

００分までにご連絡ください。  

・熱が３７．５℃ある場合は登園を控えてください。また、登園後

に３７．５℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただき

ます。  

・登園許可証の取り扱いについて、第３者にはお渡ししないでくだ

さい。  

・与薬の取り扱いは、必ず医師記入の指示書と薬を保育士に手渡し

して薬と与薬方法を口頭でお伝えください。  

 

 



 

 

（１３）嘱託医  

医療機関の名称  （名称）山田医院  

医院長名  （氏名）山田良宏  

所在地  （所在地）大阪市阿倍野区王子町 2-12-14 

電話番号  （電話番号）06-6622-3166 

 

（１４）嘱託歯科医  

医療機関の名称  （名称）浅井歯科診療所  

医院長名  （氏名）浅井  良英  

所在地  （所在地）大阪市阿倍野区相生通 2-10-4 

電話番号  （電話番号）06-6652-4069 

 

（１５）緊急時における対応方法  

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利

用子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じます。  

 

【管轄する消防署】  

消防署名  （消防署名）阿倍野消防署  

所在地  （所在地）大阪市阿倍野区松崎町 4-4-30 

電話番号  （電話番号）06-6628-0119 

【管轄する警察署】  

警察署名  （警察署名）阿倍野警察署  

所在地  （所在地）大阪市阿倍野区阿倍野筋 5-13-5 

電話番号  （電話番号）06-6653-1234 

 

（１６）非常災害対策  

※ 職員と利用子どもの数が 30 人未満の施設については、防火管理者を定め、消防計

画を届け出る義務がありません。届出義務のない場合には、「防火管理者」と「消

防計画届出年月日」の項目を削除してください。  



 

 

防火管理者  （防火管理者の氏名）小西  広子  

消防計画届出年月日  令和 3 年 10 月 15 日  

避難訓練  避難及び消火を想定した訓練を月１回実施します。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  (相生公園）  

緊急時の連絡手段  (電話、専用メール、専用ホームページでの情報提供  等）  

 

（１７）虐待防止のための措置に関する事項  

 職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。  

①年に 4 回以上、職員に対して虐待防止研修を実施  

②虐待防止マニュアルの作成、運用  

 

（１８）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  （氏名）小西  広子  （職名）副園長  

相談・苦情解決責任者  （氏名）亀山  理  （職名）園長  

第三者委員  

（氏名）松崎  友香  

（電話番号）052-212-8820 

社会保険労務士法人  あつた労務  

（氏名）尾崎  良忠  

（電話番号）0120-864-8820 

外部相談窓口フリーダイヤル  

社会福祉法人  理事・社会保険労務士  

【要望・苦情等への対応方法】  

要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。  

要望・苦情等の内容を受付けた場合には、要望・苦情等の内容を記録し、市からの求

めがあった場合には、必要な改善を行い、市に報告をします。  

（１９）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  （名称等）ほいくのほけん   

保険の内容  （内容）園の賠償責任  (園の管理下 ) 

保険金額  

（金額）対人：１事故につき最大 10 億円、１名につき最大 10 億円  

対物：１千万円  



 

 

 

（２０）園児の利用状況（毎年度 5 月 1 日現在）  

 令和 2 年度  令和 3 年度   令和 4 年度  

0 歳児       6 人      0 人      5 人  

1 歳児      14 人      18 人      18 人  

2 歳児      14 人      18 人      18 人  

3 歳児        2 人      12 人      12 人  

4 歳児       1 人       1 人      10 人  

5 歳児       0 人      0 人      0 人  

 

（２１）第三者評価の受審・自己評価の実施状況  

項目  受審・実施状況  受審・実施結果  

第三者評価受審状況    

自己評価の実施状況    

 

（２２）子ども・子育て支援法第 39 条第 3 項、第 5 項の規定により公表・公示された   

   旨なし  (有る場合は、その旨及び公表・公示内容を記載 ) 

 

（２３）個人情報の取り扱い  

（個人情報の取り扱い方法）  

特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘

密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはあ

りません。  

 

（２４）送迎について  

 

 

 

 

 

 出入口前は 2 車線道路であり、停車・駐車をすると通行の妨げとなり大変危険です。 

園までの送迎については、お車での送迎はご遠慮ください。  

 園に駐車場はありません。  

 近隣への路上駐車も、絶対にされないようお願いいたします。  

 自転車送迎の場合は、路上駐輪をせず、園内駐輪場をご利用ください。  



 

 

 

かがやきの森保育園あいおい  

 

重要事項の説明に関する同意書  

 

 

特定教育・保育又は特定地域型保育の提供にあたり、『かがやきの

森保育園あいおい重要事項説明書（入園のしおり）』に基づき、重要

事項の説明を行いました。  

 

 

２０２   年  月  日  

 

所 在 地 大阪市阿倍野区相生通１－９－２７  

運営事業者 名 称  かがやきの森保育園あいおい  

説 明 者  亀山 理    

 

 

私は、重要事項の説明を受け、内容について同意しました。  

 

 

  年  月  日  

 

住 所              

保護者 氏 名             

園児名              

（園児との関係）       


